
 

  
 

 

№ ２８０ 

 

平成 2 6 年９月４日 

愛媛県高速道路 
交通安全協議会 
ＴＥＬ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

ＦＡＸ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

  

 

 

  

 

 

 

 

▼９月８日（月）夜～９月 12日（金）朝 

今治小松自動車道（今治湯ノ浦 IC～いよ小松 JCT・IC） 

 

▼９月 17日（水）夜～９月 19日（金）朝 

 松山自動車道（大洲北只 IC～西予宇和 IC） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  

 

 

 

 

高速道路の２車線区間の右側車線は、前の車を追い越すための車線です。 

追い越した後も右側車線を走り続けていると「通行帯違反」という交通違反に

なります。. 

※ この広報紙は、ホームページにも掲載しています。 


